
社会保険の手続きに電子申請をご利用ください…２・３　オンライン事業所年金情報サービスを開始しました…４　
協会けんぽの健診には費用補助があります…５　退職や扶養解除の際は保険証をご返却ください…６
新規｢健康経営宣言｣事業所をご紹介します…７
令和５年度事業計画・予算案を承認/「施設利用会員証」をご利用ください…８
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協 会 け ん ぽ
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8／社会保険あきた／5年4･5月 社会保険あきた／5年4･5月／9

秋田県社会保険協会からのお知らせ

(1) 広報活動を実施する。
　①広報誌「社会保険あきた」を隔月発行する。
　②社会保険関係の参考図書を配布し、制度の周知
　　を図る。
　③社会保険の事務手続きに関するテキストを配布
　　する。
(2) 社会保険等新任担当者事務説明会及び、年金・
　　健康保険制度別事務説明会を開催する。
(3) 年金シニアライフセミナーを開催する。
(4) 年金相談等について協力連携に努める。
(5) 生活習慣病予防健診・特定健診の受診勧奨につ
　　いての広報を実施する。

(1) 健康管理の向上に資するため、事業所等におい
　　て講習会を実施し、従業員の健康づくりをサポ
　　ートする。
(2) 体育活動として各種球技大会等を実施する。
(3) 健康づくり事業等社会保険協会事業に積極的に協
　　力いただいている優良事業所の表彰を実施する。
(4) 健康管理セミナー・ライフセミナーを開催する。

　秋田県社会保険委員会連合会及び各地区社会保険
委員会の活動を支援する。

　３月１４日秋田キャッスルホテルにおいて理事会・評議員会が開催され、一般財団法人秋田県社会保険協
会の「令和５年度事業計画・予算案」は原案どおり承認されました。主な事業計画は次のとおりです。

令和３年度事業計画・予算案を承認令和３年度事業計画・予算案を承認令和５年度事業計画・予算案を承認
事業所調査資料の電子申請による提出について

Ｑ 　年金事務所から事業所調査の資料を郵送で提出するよ
う通知がありましたが、この通知の中に電子申請での提
出も可能である旨の表記がありました。詳しく教えてく
ださい。

Ａ　　　１．利用条件　　　　電子申請により調査資料を提出する場合は、インターネッ
ト接続環境の用意に加え、e-Govへログインするアカウントと電子
証明書が必要です。

注）e-Govから電子申請を初めて利用する場合は、アカウントの準
　　備、ブラウザの設定及びe-Gov電子申請アプリケーションのイ
　　ンストールが必要です。
　　詳細は、e-Govホームページの電子申請トップページの「利用
　　準備」をご参照ください。

２．作業手順
　電子申請により調査資料を提出する場合は、以下の手順（①～
⑥）に沿って行います。
注）操作の詳細は、e-Govホームページの電子申請トップページの
　　「ヘルプ」をご参照ください。
①　e-Govへログイン
②　「事業所（船舶所有者）調査資料の提出」を選択
③　申請者情報、送付書の入力
④　調査資料の添付
⑤　電子証明書の添付
⑥　提出（電子申請）

３．ファイル作成
　（1）データ容量の制約
　電子申請により調査資料を提出する場合、データ容量に関し、以
下の２種類の制約がありますので、制約の範囲内でファイルの作成
や申請を行います。

　（2）ファイル作成時（PDFファイル化）の留意事項
　賃金台帳等の資料をデータ化する場合は、「PDF」を選択してく
ださい。（CSV形式や表計算ソフト（エクセル）形式では提出でき
ません。）
　PDF化完了後、文字が読み取れるか、資料の一部が切れていない
か、データ内容を確認してください。
　なお、スキャナでPDF化する場合はカラーモードは「白黒」、解
像度は「200dpiかそれ以上の近接値」でデータ化を行ってくださ
い。

「
息
子
の
卒
業
に
際
し
て
」

利用システム
制約の種類

1ファイルあたり

1申請あたり

データ容量の制約

e-Gov
e-Govアカウント
GビズIDアカウント
Microsoftアカウント

電子証明書
（不要）
電子証明書

必要な証明書ログインするアカウント

50MB以下であること
※添付資料（ファイル）単位のデータ容量。賃金台
帳等をデータ化する際は、1ファイルあたりのデー
タ容量を50MB以下で作成する。

99MB以下であること
※申請時の合計データ容量。複数のファイルを添付
できるが、1申請あたりのデータ容量を99MB以下
にする。

制度普及に関する事業　 健康管理に関する事業

社会保険関係団体等への活動支援

ルートイン グランティア秋田 SPARESORT

  スーパー健康ランド　華のゆ
天然温泉でゆったりと癒やされるスポットです

秋田市中通５丁目２－１　☎ 018（825）5411
割引対象者／会員及び一緒に入館されるご家族
　　　　    （小人は対象外）
割引内容／通常入館料より100円引き
　　　　　 （20時以降は50円引）
※入館時に本会員証を提示してください。

「「「「「「「 利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用会会会会会会会会会会会会会会会会 」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををををををををごごごごごごごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささいいいいいいいいいいいいい

○ホテル法華クラブグループ（18施設）　○高輪・品川プリンスホテルグループ（４施設）
○プリンスホテル優待プラン（全国のホテル、スキー場、ゴルフ場）　○湯快リゾート（30施設）
○ダイワロイヤルホテル（24施設）　　○クア・アンドホテルグループ（４施設）
○亀の井ホテルグループ（30施設）　　○船員保険会（４施設）
○HMIホテルグループ（41施設）　　○個別契約施設（18施設）
※前回の本紙でお知らせしましたが、令和５年４月からは［新会員証（水色）］をご利用ください。

新たに利用できる施設

全国の
優待施設

「施設利用会員証」をご利用ください
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第206回　健康経営に取り組みましょう
　従業員の健康に対する投資収益率（ROI）を測る指標として「プレゼンティーズム」や「アブセンティー
ズム」という言葉が注目されています。この指標を改善するものとして、近年健康経営に取り組んでいる事
業所様が増えてきています。また、すでに「健康経営」に取り組んでいる県内の事業所様では、秋田県や経
済産業省の健康経営優良法人への認定数も増えており、県内でも健康経営の輪が広がっています。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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